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イ
ベ
ン
ト

図
書
館
情
報

健
康
福
祉

そ
の
他

講
座
・
教
室

募　
集

ス
ポ
ー
ツ

こ
ど
も
の
読
書
週
間

　
４
月
23
日
〜
５
月
12
日
は
こ
ど

も
の
読
書
週
間
で
す
。「
Ｂ
Ｐ
Ｍ

Ｒ
ｅ
ａ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ〝
あ
た
ら
し
い

絵
本
の
出
会
い
か
た
〞」を
テ
ー

マ
に
絵
本
を
展
示
し
ま
す
。

期
間
　
４
月
19
日
㈫
〜
５
月
22
日
㈰

募
集

統
計
の
日
標
語

　
総
務
省
で
は
毎
年
10
月
18
日
を

「
統
計
の
日
」と
定
め
、
標
語
の

募
集
を
行
っ
て
い
ま
す
。
入
選
作

品
は
各
種
統
計
広
報
に
活
用
さ
れ

ま
す
。

応
募
締
め
切
り
　
５
月
９
日
㈪

そ
の
他
　
応
募
点
数
は
１
人
５
作

品
ま
で
。
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い

申
し
込
み
　
応
募
用
紙（
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）

に
記
入
し
、
メ
ー
ル
ま
た
は
郵
送

で
総
務
省
政
策
統
括
官
付
統
計
企

画
管
理
官
室（

メールtoukeinohi@
soum

u.go.jp

、
〒
162
‐
８
６
６

８（
住
所
記
載
不
要
））へ

問
い
合
わ
せ
　
総
務
省
政
策
統
括

官
付
統
計
企
画
管
理
官
室（
☎
０

３
・
５
２
７
３
・
１
１
４
４
）・

総
務
課（
☎
㊵
２
２
２
７
）

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
会
員

　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
会

員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
働
く
意

欲
の
あ
る
60
歳
以
上
の
健
康
な
人

な
ら
誰
で
も
会
員
に
な
れ
ま
す
。

新
規
入
会
者
説
明
会

日
時
　
４
月
27
日
㈬
・
５
月
25
日

㈬
・６
月
22
日
㈬
・７
月
27
日
㈬
・

８
月
24
日
㈬
・
９
月
28
日
㈬
・
10

月
26
日
㈬
・
11
月
24
日
㈭
午
前
10

時
か
ら

会
場
　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

会
費　
年
額
３
０
０
０
円（
月
割

り
有
り
）

互
助
会
費
　
年
額
５
０
０
円

問
い
合
わ
せ
　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー（
☎
㉒
２
１
５
１
）

ス
ポ
ー
ツ

問
☎
�
８
２
１
３

初
心
者
テ
ニ
ス
教
室

日
時
　
５
月
７
日
〜
７
月
16
日
の

土
曜
日（
６
月
25
日
を
除
く
全
10

回
）午
後
７
時
〜
９
時

会
場
　
市
民
体
育
館

対
象
　
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
・

在
園（
年
長
児
以
上
）の
初
心
者

定
員
　
40
人（
先
着
順
）

参
加
料
　
３
０
０
０
円（
保
険
料

な
ど
）

持
っ
て
く
る
物
　
体
育
館
シ
ュ
ー

ズ
・
ラ
ケ
ッ
ト

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
　
４
月

28
日
㈭
ま
で
に
参
加
料
を
持
っ
て

ス
ポ
ー
ツ
課
へ

健
康
福
祉

市
母
子
会
へ
の
入
会

　
市
母
子
会
は
、
ひ
と
り
親
家
庭

お
よ
び
寡
婦
の
人
が
、
互
い
に
助

け
合
っ
て
生
き
生
き
と
暮
ら
せ
る

よ
う
に
活
動
し
て
い
る
団
体
で
す
。

各
種
行
事
を
通
し
て
会
員
同
士
の

交
流
を
図
っ
て
い
ま
す
の
で
、
入

会
し
て
親
睦
を
深
め
ま
せ
ん
か
。

対
象
　
市
内
在
住
の
ひ
と
り
親
家

庭
の
親
お
よ
び
寡
婦

会
費
　
１
家
庭
年
額
１
０
０
０
円

主
な
行
事
　
▽
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
大

会
▽
親
子
社
会
見
学
▽
ク
リ
ス
マ

ス
会
▽
ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会
な
ど

※
変
更
と
な
る
場
合
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
ま
す

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
　
市
母

子
会
事
務
局（
子
ど
も
課
内
☎
㊵

２
２
８
６
）

ひ
と
り
親
家
庭
の

自
立
を
応
援
し
ま
す

自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
親
が
就
業
に

結
び
付
く
資
格
を
取
得
す
る
た
め

に
、
指
定
の
講
座
を
受
講
し
修
了

し
た
際
の
費
用
の
一
部
を
支
給
し

ま
す
。

支
給
額
　
受
講
に
要
し
た
費
用
の

６
割（
上
限
20
万
円
）

そ
の
他
　
雇
用
保
険
法
に
よ
る
教

育
訓
練
給
付
金
の
受
給
資
格
が
あ

る
人
は
対
象
外
で
す

高
等
職
業
訓
練
促
進
費

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
親
が
就
業
に

役
立
つ
一
定
の
専
門
資
格
を
取
得

す
る
た
め
に
１
年
以
上
養
成
機
関

で
修
業
し
資
格
取
得
が
見
込
ま
れ

る
場
合
、
給
付
金
を
支
給
し
て
生

活
費
の
負
担
を
軽
減
し
ま
す
。

支
給
額
　
住
民
税
▽
非
課
税
世
帯
＝

月
額
10
万
円
▽
課
税
世
帯
＝
月
額

７
万
５
０
０
円

支
給
期
間
　
修
業
期
間
の
全
期
間

（
上
限
４
年
間
）

そ
の
他
　
▽
通
信
課
程
で
の
資
格

取
得
も
対
象
▽
修
業
終
了
後
に
一

時
金
の
支
給
も
あ
り
ま
す

高
卒
認
定
試
験

　
高
等
学
校
を
卒
業
し
て
い
な
い

（
中
退
を
含
む
）ひ
と
り
親
家
庭

の
親
ま
た
は
子
ど
も
が
、
高
等
学

校
卒
業
程
度
認
定
試
験
の
合
格
を

目
指
す
場
合
に
、
対
象
講
座
の
受

講
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

給
付
額
　
▽
受
講
修
了
時
給
付
金
＝

支
払
っ
た
額
の
10
分
の
２（
10
万

を
超
え
る
場
合
は
上
限
10
万
円
、

受
講
費
用
が
４
０
０
０
円
を
超
え

な
い
場
合
は
支
給
対
象
外
）▽
合

格
時
給
付
金
＝
受
講
費
用
の
10
分

の
４

そ
の
他
　
受
講
修
了
時
給
付
金
と

合
格
時
給
付
金
の
支
給
額
の
合
計

額
は
上
限
15
万
円

共
通
事
項

そ
の
他
　
制
度
利
用
者
は
事
前
に

子
ど
も
課
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
子
ど

も
課（
☎
㊵
２
２
８
６
）

住
宅
▽
す
で
に
他
の
不
動
産
業

者
に
売
買
・
賃
貸
の
媒
介
契
約

中
の
住
宅

※
協
会
か
ら
推
薦
さ
れ
た
不
動

産
業
者
と
専
任
媒
介
契
約
を
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す（
仲
介
手

数
料
が
発
生
）

空
き
家
リ
フ
ォ
ー
ム
補
助
金

　
宅
地
建
物
取
引
業
者
を
通
じ

て
売
買
で
取
得
し
た
市
内
の
空

き
家
に
つ
い
て
、
リ
フ
ォ
ー
ム

工
事
を
行
う
人
に
対
し
て
補
助

金
を
交
付
し
ま
す
。
着
工
前
の

申
請
が
必
要
で
す
。

補
助
金
額
　
補
助
対
象
工
事
費

の
２
分
の
１
と
し
、
空
き
家
バ

ン
ク
を
通
じ
て
取
得
し
た
空
き

家
の
場
合
上
限
額
50
万
円
、
そ

の
他
の
空
き
家
の
場
合
上
限
額

30
万
円（
転
入
者
の
場
合
は
10

万
円
加
算
）

補
助
対
象
工
事
　
住
宅
の
機
能

や
性
能
を
維
持
、
向
上
す
る
た

め
の
修
繕
、
模
様
替
え
、
設
備

更
新
な
ど
で
市
内
の
施
工
業
者

が
請
け
負
う
20
万
円
以
上
の
も
の

※
増
築
工
事
、
外
構
工
事
、
家

具
ま
た
は
電
気
機
械
器
具
の
購

空
き
家
バ
ン
ク
制
度

　
市
内
に
あ
る
空
き
家
の
売
却

や
賃
貸
を
希
望
す
る
所
有
者
が

空
き
家
物
件
を
登
録
し
、
市
内

へ
の
移
住
・
定
住
を
目
的
と
し

て
空
き
家
の
利
用
を
考
え
て
い

る
人
に
対
し
、
そ
の
情
報
を
紹

介
す
る
制
度
で
す
。
登
録
さ
れ

た
物
件
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
開
し
ま
す
。
空
き
家
を
売

り
た
い
、
貸
し
た
い
人
は
登
録

し
て
く
だ
さ
い
。

登
録
で
き
る
空
き
家
　
個
人
が

自
ら
の
居
住
を
目
的
と
し
て
建

築
ま
た
は
所
有
し
、
現
に
居
住

し
て
い
な
い（
居
住
し
な
く
な

る
予
定
の
も
の
を
含
む
）市
内

の
専
用
住
宅
ま
た
は
併
用
住
宅

（
住
宅
部
分
の
面
積
が
全
体
の

２
分
の
１
以
上
あ
る
も
の
）。

た
だ
し
、
次
の
住
宅
を
除
き
ま

す
▽
建
築
基
準
法
そ
の
他
法
令

に
違
反
す
る
住
宅
▽
分
譲
・
賃

貸
借
を
目
的
と
し
て
建
築
さ
れ

た
住
宅
▽
主
と
し
て
不
動
産
業

を
営
む
人
が
所
有
す
る
住
宅
▽

老
朽
化
が
著
し
く
居
住
す
る
た

め
に
大
規
模
な
修
繕
を
要
す
る

入
設
置
工
事
な
ど
は
対
象
外

空
家
解
体
補
助
金

　

空
き
家
を
放
置
す
る
と
、
市

民
の
安
全
安
心
と
良
好
な
生
活

環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
市
内
に
あ
る
空

き
家
が
解
体
さ
れ
ず
に
い
る
現

状
を
解
消
す
る
た
め
、
自
発
的

に
空
き
家
の
解
体
を
行
う
人
に

対
し
て
、補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

着
工
前
の
申
請
が
必
要
で
す
。

補
助
金
額
　
補
助
対
象
工
事
費

の
３
分
の
１
と
し
、
上
限
額
20

万
円（
昭
和
56
年
以
前
の
空
き

家
は
30
万
円
）

補
助
対
象
工
事
　
個
人
が
所
有

す
る
１
年
以
上
居
住
な
ど
に
使

用
さ
れ
て
い
な
い
空
き
家
で
あ

る
住
宅
の
解
体
で
、
市
内
の
施

工
業
者
が
請
け
負
う
も
の

※
家
具
な
ど
の
物
品
処
分
費
は

対
象
外

共
通
事
項

そ
の
他
　
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
確
認
す
る
か
建
築
課
へ
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

申
請
・
問
い
合
わ
せ
　
建
築
課

（
☎
㊵
２
３
２
６
）

空
き
家
バ
ン
ク
・
空
き
家
リ
フ
ォ
ー
ム
補
助
金
・
空
家
解
体
補
助
金




